
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さいたま市大崎むつみの里 

第２事業所 児童発達支援事業 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒336-0974 さいたま市緑区大崎３７－１ 

電話・FAX ０４８－８７８－２０４５ 

 

 設置：さいたま市 

 運営：社会福祉法人さいたま市社会福祉事業団 

施 設 平 面 図 

構造規模 
鉄筋コンクリート造平屋建 

建築面積 ４８８．７４㎡ 

延床面積 ４６５．６８㎡ 

 

主な部屋数 

事務室 1  更衣室  2 

指導室 3  トイレ  3 

集会室 1  倉庫  2 

相談室 1    他 

 

交通（ＪＲ浦和駅から約7.5ｋｍ：乗車時間 約25分） 

浦和駅東口前 国際興業バス ②番線 乗車 

・ 東川口駅北口 行 

・ 浦和美園駅経由埼玉スタジアム 行 

 「県立養護学校」     下車 約240ｍ 

・ 大崎園芸植物園 行 

「大崎園芸植物園」（終点）下車 約450ｍ 

案 内 図 

４６３バイパス 

○県立浦和 

特別支援学校 

クリーン 

センター大崎○ 

大崎公園 

さいたま 
スタジアム 

2002 

大崎むつみの里 

ＪＲ武蔵野線 

国道４６３号 

浦
和 

東
浦
和 

東
北
自
動
車
道 

 
国
道
１
２
２
号 

Ｊ
Ｒ
京
浜
東
北
線 

東
浦
和
駅
前
通
り 南

浦
和 

至大宮駅 

 
 

事務室 

医 務 
コーナー 

相談室 

更衣室 

更衣室 

玄関 

廊下 

手洗 
水飲場 

トイレ 

トイレ 

トイレ 

光庭 倉庫 

ボ
イ
ラ
ー
室 

倉庫 

集 会 室 

指導室1 指導室2 指導室3 

テラス 
 

クツ洗 手洗場 

障害児通所支援事業の申請を必要とします。 

申 請 先 

お住まいの区役所の支援課 

受給者証取得後、大崎むつみの里第2事業所（大崎児童

学園）と利用契約をします。 

利用料金 

通所給付費の支給決定をした市町村長が定める額となりま

す。 

※見学は随時受け付けています。お気軽にご相談くださ

い。 

ご利用の手続 

 

東
川
口 

至
越
谷 

至
府
中 

至東京 

東
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① 身辺自立の力を育てます 
 
② あそぶ力を育てます 
 
③ 気持ちを伝える力を育てます 

 

 

 

〈目 的〉 心身の発達に遅れやつまずきのある児童に

対して、その子の発達段階に応じて個別

的・集団的な指導を行い、基本的な動作の

習得や人との関わりの楽しさの中から共に

豊かな日常生活が過ごせるように、全体的

な発達を促す支援をします。 

〈開 所〉 昭和49年2月 

〈定 員〉 50名 

〈職 員〉 所長（1名）、指導員等（9名） 

 嘱託医 

〈営業日〉 月曜日から金曜日まで 

〈営業時間〉 午前9時から午後4まで 

〈休業日〉 土･日、国民の祝日、年末年始等 

〈対象児〉 1才半健診後のフォロー等で、ことばや身

体の発達に遅れをもつ乳幼児 

 

支 援 目 標 

支 援 の 内 容 

送迎サービス 

マイクロバスで送迎サービスを提供します。 

 

（1）療育指導 

 

早期に支援を必要とする低年齢児の児童で、週2日

親子遊びを通して心身の発達や人との関わりを育て

ます。 

 

発達に遅れのある児童で、親元から離れ通園し、生

活のリズムを整え人と関わる楽しさ、身辺の自立を育

てます。母子通園日があります。 

 

幼稚園・保育園を利用している児童で、週1日通園

し集団に適応する力を育てます。 

 

（2）相談事業 
専門職による【発達・心理・言語】相談 

 

（3）年間行事 

４月 始業式 

５月 お楽しみ会（子どもの日）、春の遠足 

７月 参観日･嘱託医との懇談会〈りんご、ぶどう組〉 

８月 OB会 

１０月 いもほり・運動会・むつみ祭 

１１月 参観日･嘱託医との懇談会〈いちご組〉 

１２月 お楽しみ会（クリスマス） 

１月 参観日･嘱託医との懇談会〈りんご、ぶどう、みかん組〉 

３月 お別れ遠足〈りんご、ぶどう組〉・卒園式 

 

 

 

 内容 

時間 

《母子ｸﾞﾙｰﾌﾟ》 

月・木または火・金 

《通園ｸﾞﾙｰﾌﾟ》 

月 か ら 金 

8:40 

10:10 

 

 

 

 

11:30 

 

14:00 

 

 

 

 

16:00 

バス出発 

登園 

朝の会 

設定保育 

リズム運動 

感触遊び・園外遊び 他 

昼食・歯みがき 

設定保育・帰りの会 

降園(母子ｸﾞﾙｰﾌﾟは13:30) 

バス出発 

《フォローグループ》登園 

リズム運動・こんにちはの会 

設定保育・他 

降園 

 

 

 

 

概 要 

 


